
 

「清算機関の統合に関する実務者検討会」の議事要旨（第六回） 

 

日  時：平成 14 年 3 月 11 日（月）13:00‐14:30 

場  所：日本証券業協会第六会議室 

主な議題：（１）市場開設者による「統一清算機関設立準備会」の発足について 

（２）「統一清算機関設立準備会」での検討状況について  

（３）各市場参加者向け資料（「統一清算機関の枠組みについて」）について 

 

議事要旨 

○市場開設者側より、配付資料に沿って以下の説明が行われた。 

 

（１）市場開設者による「統一清算機関設立準備会」の発足について 

「統一清算機関設立要綱」に沿って、統一清算機関の設立、業務開始に向け、具体的な検討

を行うため、14年 2 月、各市場開設者の実務担当者により「統一清算機関設立準備会」を組織

した。（別紙１参照） 

 

（２）「統一清算機関設立準備会」での検討状況について 

統一清算機関設立準備会をこれまで２回開催し、別紙２の議題について検討を行った。 

 

（３）各市場参加者向け資料（「統一清算機関の枠組みについて」）について 

統一清算機関設立準備会において、統一清算機関の枠組み、とりわけ統一清算機関の参加

者そして株券等のＤＶＰ決済を中心に具体的姿がイメージできるよう、各市場参加者向け資

料（「統一清算機関の枠組みについて」）を取りまとめた。（別紙３参照） 

 

検討の結果は、特に異議なく全員一致で了承された。 

 

したがって、各市場参加者向け資料（「統一清算機関の枠組みについて」）を各市場開設者より公

表することとした。 

 

以 上 

 

 

 

 



別紙１ 

統一清算機関設立準備会委員 

 

 

平成１４年２月２１日 

 

 

 

日 本 証 券 業 協 会 寺 田 尚 之  （店頭市場部課長） ＊ 

 

 

株式会社東京証券取引所 鈴 木 康 史  （決済管理部課長） ＊ 

 

 

株式会社大阪証券取引所 石 谷 厚 志  （経営企画本部企画ｸﾞﾙｰﾌﾟｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ） 

 

 

名 古 屋 証 券 取 引 所 長 瀬 祐 司  （決済管理室係長） 

 

 

札 幌 証 券 取 引 所 金 子 一 男  （業務部長） 

 

 

福 岡 証 券 取 引 所 西 村 茂 幸  （総務部主任調査役） 

 

 

 

 

＊：幹事 

 

以 上 



別紙２ 

統一清算機関設立準備会における検討状況について 

平成 14 年 3 月 11 日 

 

日時等 議題 概要 

第 1 回 

平成14年2月21日（木） 

（於：日証協） 

Ⅰ．統一清算機関設立準備会の進め方等について 

Ⅱ．清算・決済制度の統一等について 

Ⅲ．DVP 清算値段等の取扱いについて 

 

Ⅳ．経過利子等の取扱いについて 

V．約定データ等の授受の取扱いについて 

 

 

・ 発行日決済取引等の取扱いの統一などについて調整 

・ 重複上場銘柄については、流動性が最も高い市場の価格を原則

的に用いることなどを確認（気配の取扱いについて継続検討） 

・ 経過利子は清算機関において計算することなどを確認 

・ 市場から清算機関への約定データの送信及び清算機関から清

算参加者に対する債務引受明細の提供等に係る処理について

確認 

第 2 回 

平成14 年 3月 5 日（火） 

（於：大証） 

Ⅰ．貸借取引及び品貸取引の債務引受に関する取扱い

について 

 

Ⅱ．決済に係る金銭及び有価証券の授受について 

 

Ⅲ．各種担保の取扱いについて 

 

Ⅳ．銘柄管理スキームについて 

Ⅴ．清算機関から配布する帳票について 

Ⅵ．その他 

・ 貸借取引及び品貸取引に係る引受対象債務の範囲、重複上場銘

柄について複数証金を利用した場合の取扱い（現行どおり）等

について確認 

・ 保振非取扱い証券の現物受渡、証書等の振替決済は日証決東京

営業所において行うことなどを確認 

・ 代用有価証券の種類などを確認（預託手続き受付場所等につい

て継続検討） 

・ 銘柄管理(マスター情報)の主項目及び送信等の処理について

確認 

・ 清算機関から配布（WAN・書面）する帳票種類等について確認 

・ 各市場の取引制度上の主な前提などについて確認 

第 3 回（予定） 

平成14年3月22日（金） 

 

Ⅰ．清算参加者制度について 

Ⅱ．違約損失積立金の取扱いについて 

Ⅲ．その他 

 

 

 

第 4 回（予定） 

平成14 年４月２日（火） 

Ⅰ．清算・決済手数料等について 

Ⅱ．その他 

 

 



別紙３ 

 

 

 

 

 

 

 

統一清算機関の枠組みについて 
 

 

 

 

 

 

 

                                平成 1 4 年３月 1 5 日 

統一清算機関設立準備会 
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はじめに 

１．統一清算機関について 

日本証券業協会、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、証券会員制法人名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌

証券取引所、証券会員制法人福岡証券取引所（以下「市場開設者」という。）は、共同で統一清算機関を設立することで合意し、

各市場開設者において本年 1月にその旨を決定いたしました。（別添１：「統一清算機関設立要綱」参照。） 

現在、各市場開設者における株券や転換社債券等の売買取引については、各市場開設者が、それぞれの決済履行保証制度の下で

売買当事者に代わり売買の債務の引受け※を行うとともに、資金・証券の計算処理や受渡し指図等のいわゆる「売買の清算」を行

っていますが、市場横断的な統一清算機関の設立により、店頭市場（JASDAQ）及び全ての証券取引所においてそれぞれ独立して行

われている現物取引の売買の清算は、統一清算機関で一元的に行われることになります。（※ 債務の引受けについては一部市場を除く。） 

統一清算機関は、本年 11 月を目途に業務を開始する予定です。 

 

２．統一清算機関設立準備会について 

現在、市場開設者は、「統一清算機関設立要綱」に沿って、統一清算機関の設立そして業務開始に向け、具体的な検討に着手し

ております。 

この検討を行うため、各市場開設者の実務担当者が集まって組織したのが『統一清算機関設立準備会』です。 

『統一清算機関設立準備会』では、統一清算機関の母体となる準備会社が設立されるまでの間、統一清算機関に関する情報等を

各市場開設者を通じるなどして市場参加者（会員、取引参加者）に対し提供していく予定です。 

 

３．本資料について 

各市場開設者では、前述の「統一清算機関設立要綱」を本年１月にそれぞれの市場参加者（会員、取引参加者）の皆様に御通知

等させていただいておりますが、本資料は、統一清算機関の枠組み、とりわけ統一清算機関の参加者そして株券等のＤＶＰ決済を

中心に具体的姿がイメージできるように作成したものです。 

なお、本資料の内容については、既存の仕組み又は現時点での検討を基に記載しておりますので、今後の検討により変更となる

可能性がある点、予め御了承ください。 
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【 目 次 】 

 

 

Ⅰ．清算機関の組織及び全体の枠組みについて 

 

 

Ⅱ．清算機関の参加者について 

 

 

Ⅲ．清算機関における清算・決済の枠組みについて ～株券等のＤＶＰ決済を中心に～ 

 

 

Ⅳ．今後のスケジュール（予定）の概要について 

 

 

 

 

    ※ 「統一清算機関」を、以下、原則として単に「清算機関」と表記します。 
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Ⅰ．清算機関の組織及び全体の枠組みについて 

項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

１．清算機関の組識に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、現在、有価証券市場において清算業務を行っている市場開設者の共同出

資（資本の額は 30 億円とし、各市場における清算業務の規模に応じた出資比率とし

ます。）により新たに設立する株式会社で、本店は東京都中央区におきます。 

 

・ 証券会社等が、直接、清算機関を通じて有価証券の売買の決済を行おうとする場合、

清算機関の参加者（以下「清算参加者」といいます。）となる必要があります※１。現

在、市場開設者が開設する市場に直接参加している者（会員、取引参加者）について

も同様です。（参加者制度については、「Ⅱ．清算機関の参加者について」において詳

述します。） 

※１：市場参加者が清算機関の参加者とならない場合には、当該市場参加者が行う

市場での売買の決済については、清算機関の参加者となっている他の証券会

社等に委託することとなります。 

 

・ 清算機関では、株式会社としての意思決定機関（取締役会・株主総会）のほか、参加

者の役職員、学識経験者等から構成される運営委員会（仮称）を設置します。運営委

員会は、清算機関の運営に関する重要事項について審議を行い、取締役会に対し意見

を述べることができます。 

 

 

 

 

 

 

項番２（１）～（５） 

 

 

 

項番３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番２（６） 
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項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

２．全体の枠組みについて 

 

 

 

 

 

・ 清算機関では、市場開設者の開設する市場その他の市場※２で行われた株券、転換社債

券等有価証券の売買その他の取引に関する清算業務※３とこれに関連する業務を一元

的に行います。（別紙１：「清算機能統合のイメージ」参照） 

なお、東京証券取引所で取引されている派生商品の清算事務等（担保授受の窓口事務など）につい

ては、清算機関が受託して行います。 

※２：市場開設者の開設する市場以外の市場の取扱いについては、参加者ニーズ等

を踏まえ適宜対応することとします。 

※３：清算業務とは、売買の当事者に代わりその債務の引受けを行うことのほか、

ネッティング、受渡証券・資金の計算、銀行・保管振替機構等への決済指図

及び決済履行保証等の業務をいいます。なお、清算機関では、債務引受を行

った売買について、取引市場にかかわりなく、原則として一括してネッティ

ングしたうえで、決済を行うこととなります。 

 

・ 清算機関の業務開始後も、各市場における売買の成立までの枠組みについて変更はあ

りませんが、清算機関が当該売買について債務引受を行った後、決済の完了まで原則

として清算機関において一元的に処理されることになります。清算機関の清算対象取

引（現物株券等）について、各市場では清算業務は行いません。 

 

・ 証券・資金の受渡しについては、（財）証券保管振替機構（以下「保振機構」といい

ます。）、資金決済銀行等における清算機関の口座を通じて行います。（清算・決済に

関する業務の概要については、「Ⅲ．清算機関における清算・決済の枠組みについて」

をご覧ください。） 

 

 

項番４ 
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Ⅱ．清算機関の参加者について 

項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

１．清算参加者の区分 

 

 

 

 

２．市場への参加形態

と清算参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．清算参加者の要件 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者は、①自社清算参加者、②他社清算参加者の２区分とします。 

・ ①自社清算参加者は、自社が行った売買（委託分を含みます。）のみの清算を行える

参加者です。また、②他社清算参加者は、他社が行った売買の清算を行える参加者で

す（他社清算参加者自身が行った売買の清算も行えます。）。 

 

・ 清算機関の業務開始時において清算対象となるのは、店頭市場（JASDAQ）及び各証券

取引所における売買（貸借取引等に係る株券等の授受を含みます。）ですので、上述

の自社又は他社が行った売買とは、同市場のいずれかに直接参加している者（会員、

取引参加者）が同市場で行った売買ということとなります。 

・ したがって、清算機関の業務開始時以降に、同市場のいずれかに直接参加する者は、

清算参加者となるか、清算参加者とならない場合には他社清算参加者に決済を委託す

ることとなります。 

・ なお、同市場のいずれにも直接参加せず、「委託」・「委託の取次ぎ」（いわゆる「つな

ぎ」）を行う場合には、清算参加者となることや他社清算参加者に決済を委託するこ

とは不要です。 

（別紙２：「市場への参加形態と清算参加者」参照） 

 

・ 清算参加者になろうとする者は、清算機関に対し清算資格の取得申請を行い、承認を

得なければなりません。 

・ 清算機関業務開始時の手続きについては、別途検討します。 

 

 

 

項番３（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番３（２） 
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項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者の資格要件は、以下のとおりとします。 

① 証券会社、登録金融機関又は証券金融会社であること。 

（当面は、証券会社及び証券金融会社のみとします。） 

② 財務状況について以下の基準を満たすこと。（証券会社用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 清算参加者として適切な経営体制及び業務執行体制を有していること。 

i.株券等の決済を適切に行えること。 

・保振機構口座、資金決済銀行口座の開設、ＷＡＮ（Target）の接続等 

ii.国債ＤＶＰ決済を適切に行えること。※４ 

・詳細は別紙３：「国債ＤＶＰ決済を行うための要件について」参照 

※４：国債の売買を行わないことを確約することなどを条件として、国債ＤＶＰ

決済に係る要件を満たさない者についても自社清算参加者の資格を付与す

ることについて、検討します。 

iii.その他、経営体制・業務体制について適切な状態であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規加入基準＞ 自社清算参加者 他社清算参加者 

資本金 ３億円以上 ３億円以上 

純財産額 ２０億円以上 ２００億円以上 

自己資本規制比率 ２００％超 ２００％超 

 
なお、清算機関業務開始時においては、円滑な移行を行うとの 

観点から、以下の基準を適用します。（清算資格の維持基準をベース） 

＜移行･維持基準＞ 自社清算参加者 他社清算参加者 

資本金 ３億円以上 ３億円以上 

純財産額 ３億円以上 ２００億円以上 

自己資本規制比率 １２０％以上 ２００％以上 
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項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

４．清算基金の預託 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）清算基金所要額 

 

 

 

 

（２）代用有価証券の

取扱い 

 

（３）所要額の見直し 

 

 

（４）所要額不足額の

預託 

 

 

 

・ 清算機関は、セントラルカウンターパーティとして債務を引き受けた売買に関し、決

済の履行を保証します。 

・ その際、清算参加者の破綻により清算機関が破綻してしまうと、証券決済全体に重大

な影響をもたらすことになりますので、そうした事態に陥ることがないよう、清算参

加者は、清算機関に対する債務の履行を確保するためのものとして、清算基金を清算

機関に預託することとします。 

・ なお、清算基金制度の他、清算参加者間の相互保証等のロスシェアルールを確立する

ことで、決済保証の枠組みをより強固なものとします。 

 

・ 清算基金の所要額は、各清算参加者の未決済残高とそれに係る価格変動を基に、清算

機関が定める数式により、清算参加者毎に算出した額とします。 

・ ただし、当該額が 3,000 万円に満たない場合は 3,000 万円とします。 

・ 清算機関業務開始時における基金の預託手続き等については、別途検討します。 

 

・ 清算基金は、全額有価証券により代用差入れ可能とします。 

 

 

・ 清算機関は、原則として毎月末に所要額の見直しを行い、翌月の１５営業日目の日か

ら適用します。 

 

・ 清算参加者は、当該清算参加者が清算機関に預託している清算基金が所要額に満たな

い場合（代用有価証券により差し入れた場合において、日々の代用価格の変動のため

に所要額不足が生じた場合を含みます。）には、当該不足額以上の額を、不足が生じ

た翌営業日の正午までに清算機関に追加預託しなければなりません。 

 

項番３（３） 

項番４（２）④ 
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項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

５．清算に係る手数料

の納入 

 

 

 

・ 当面の間は、各市場の市場開設者から徴収しますが、各市場の取引手数料を含めた全

般的な手数料体系の整理などの状況を踏まえたうえで、清算機関利用者から直接手数

料を徴収する方式への早期移行を検討することとしております。 

・ 具体的な額は、別途検討することとします。 

・ なお、保振機構で取り扱う有価証券について、決済のために授受する株券等の数量に

応じた同機構の振替手数料相当額が別途発生することとなります。 

 

 

項番５（３） 
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Ⅲ．清算機関における清算・決済の枠組みについて ～株券等のＤＶＰ決済を中心に～ 

項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

１．清算対象取引 

 

 

 

 

 

 

 

２．ネッティング 

 

 

 

 

 

３．証券決済 

 

 

 

 

 

 

 

 

・清算機関では、次の各市場で行われた有価証券の売買（貸借取引等に係る株券等の

授受を含みます。）を清算の対象とします。 

店頭市場（JASDAQ）、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、 

札幌証券取引所、福岡証券取引所 

・なお、業者間取引（ＰＴＳなどを含む）、いわゆるストリート・サイドにおける有価

証券の売買の清算についても、今後の新商品の増加や参加者ニーズ等を踏まえ適宜対

応することとしています。 

 

・清算機関においては、原則として、決済日を同じくする各市場の売買について、有

価証券については銘柄毎・清算参加者毎に、資金決済については清算参加者毎にネ

ッティングし、決済を行います。 

・なお、異なる手法のＤＶＰ決済間（株券等ＤＶＰ決済、国債ＤＶＰ決済）、ＤＶＰ決

済と非ＤＶＰ決済との間はネッティングを行いません。 

 

・証券の決済は次のとおり行います。 

（イ）内国株券等及び転換社債券 

原則として保振機構における保管振替制度により行います。 

（ロ）国債 

日本銀行における振替決済制度により行います。 

（ハ）その他証券 

清算機関が指定する決済会社を通じて行います。 

 

 

項番４（１） 

 

 

 

 

 

 

 

項番４（２） 
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項 目 概  要 要綱参照箇所 

 

４．資金決済 

 

５．ＤＶＰ決済について 

 

 

 

 

６．利用システム 

 

 

 

７．その他 

 

・資金決済は清算機関が指定する資金決済銀行における口座振替により行います。 

 

・機構取扱銘柄の内国株券等及び転換社債券の普通取引、立会外分売、立会外取引等

の決済は、ＤＶＰ決済により行います。 

・清算機関の業務開始に伴い、現在、ＤＶＰ決済未導入の市場での売買に係る決済に

ついてもＤＶＰ決済に移行します。（別添２：「株券等ＤＶＰ決済について」参照） 

 

・清算機関の業務は、設立から当分の間、（株）東京証券取引所の清算システムインフ

ラ（ＤＶＰシステム及びＷＡＮ（Target）等を含みます。）を利用して行います。（別

紙４：「清算機関システム概念図」参照） 

 

・発行日決済取引、訂正処理スキーム等、各市場で取扱いが異なるものについては、

市場間で調整のうえ、統一を図ります。 

・併せて、円建外債特別取引等、特殊な決済方式を必要とする取引については、廃止

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番４（３） 

 

 

 

項番４（２）⑤ 
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参 考 

 

 

 

清 算 機 関 

 

 

内国株券等 

 

転換社債券 

国  債 

その他 

・普通取引 

・立会外取引 

・立会外分売 

等 

・発行日決済取引

・当日決済取引 

 

 

 

保振機構 

日  銀 

その他決済会社 

資金決済銀行 

ＤＶＰ決済 

約定データの送信 

清算機関口座 参加者口座 

清算機関口座 参加者口座 

清算機関口座 参加者口座 

清算機関口座 参加者口座 

内国株券等、転換社債券、その

他についての、資金決済指図。

証券決済指図 

国債ＤＶＰ決済 

清算機関における清算・決済の枠組み（イメージ） 

店頭（JASDAQ） 

札   証 

福   証 

名   証 

大   証 

東   証 

証券金融会社 

貸借取引等データの送信 
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Ⅳ．今後のスケジュール（予定）の概要について 

 

2002年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

要綱等説明会

総合テスト説明会

総合テスト（参加者接続テスト）

清
算
機
関
業
務
開
始
（

予
定
）

清
算
機
関
準
備
会
社
設
立
（

予
定
）
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清算機能統合のイメージ 

 

 

 

 

                 売付注文         買付注文           売付注文            買付注文            売付注文            買付注文      

現  行               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       保 管 振 替 機 関                                             資 金 決 済 銀 行 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                           

 

 

 

 

乙証券取引所 

約定成立・約定照合 

 

 

 

 

 

 

 

店頭市場( J A S D A Q )  

約定成立・約定照合 

 

 

↓ 

 

 

Ａ  証  券

口   座

Ｂ  証  券

口   座
甲取引所 

口  座 

Ｂ  証  券 

口   座 

Ａ  証  券

口   座
甲取引所 

口  座 

Ａ証券会社

甲証券取引所 

約定成立・約定照合 

 

 

 

 

Ｃ  証  券

口   座

Ｃ  証  券

口   座
乙取引所 

口  座 

Ｂ  証  券 

口   座 

Ｃ  証  券 

口   座 

Ｄ  証  券

口   座

Ｂ  証  券

口   座

Ｄ  証  券

口   座

Ｃ  証  券

口   座

乙取引所 

口  座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は市場毎

に決済処理を

行っているた

め、有価証券と

資金の決済に

伴う口座振替

も参加者別に

市場毎となっ

ている 

Ｂ証券会社 Ｃ証券会社 Ｄ証券会社

 

         

 

         

債務引受・ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ

決 済 照 合 

振 替 指 図 

 

         

 

         

決 済 照 合

振 替 指 図 

ネッティング 決 済 照 合 

振 替 指 図 

JASDAQ 

口  座 

JASDAQ 

口  座 

D V P 決済 

非 D V P 決済

非 D V P 決済

別紙１ 
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統一後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶＰ決済（証券決済と資金決済のリンク） 

 

 

 

 

甲証券取引所 

約定成立 

↓ 

約定照合 

店頭市場( J A S D A Q )  

約定成立 

↓ 

約定照合 

その他 

業者間取引 

マーケット 

 

統   一   清   算   機   関 

 

↓ 

 
↓ 
 
 

↓ 

保 管 振 替 機 関 

 

清算参加者

口   座

清算参加者

口   座
清算機関 

口  座 

資 金 決 済 銀 行 

 

清算参加者

口   座

清算参加者

口   座
清算機関 

口  座 

債 務 引 受 

ネッティング 

決 済 照 合 

ｾﾝﾄﾗﾙ･ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰ
ﾃｨｰ機能の発揮 

決 済 保 証 

清算参加者 

清算参加者以外の 

マーケット参加者 

清算参加者 

清算参加者 

乙証券取引所 

約定成立 

↓ 

約定照合 

振 替 指 図 
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市場への参加形態と清算参加者 

市場への参加形態 統一清算機関の参加者（清算参加者） 

 

 

 

 

     市場への発注    市場への発注     市場への発注 

 

 

 

 

       委託の取次ぎ 

 

   委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

     清算・決済              清算・決済 

 

 

 

 

 

   受渡し 

 

 

 

 

 

Ａ 証券会社 会員(取引参加者)として市場に直接参加して発注 『自社清算参加者』として統一清算機関に参加して清算・決済 

Ｂ 証券会社 同上 非清算参加者：Ｃ証券に市場での売買の決済を委託してＣ証券と受渡し 

Ｃ 証券会社 同上 『他社清算参加者』として統一清算機関に参加して清算・決済 

Ｄ 証券会社 非会員(非取引参加者)：Ａ証券に委託(委託の取次ぎを含む) 顧客としてＡ証券との間で受渡し  

Ｅ 証券会社 同上        ：Ｂ証券に委託(委託の取次ぎを含む) 顧客としてＢ証券との間で受渡し 

Ｆ 証券会社 同上        ：Ｃ証券に委託(委託の取次ぎを含む) 顧客としてＣ証券との間で受渡し 

 

有価証券市場（各証券取引所・店頭市場（J A S D A Q ）） 

Ａ証券会社
(会員) 

Ｂ証券会社
(会員) 

Ｃ証券会社
(会員) 

Ｄ証券会社 
（非会員） 

Ｅ証券会社 
（非会員） 

Ｆ証券会社 
（非会員） 

顧客 顧客 顧客 顧客 顧客 顧客 

Ａ証券会社 
(自社清算参加者)

Ｂ証券会社 
(非清算参加者) 

Ｃ証券会社 
(他社清算参加者) 

Ｄ証券会社 
 

Ｅ証券会社 
 

Ｆ証券会社 
 

顧客 顧客 顧客 顧客 顧客 顧客 

統 一 清 算 機 関 

市
場
直
接
参
加
者 

清
算
参
加
者 

別紙２ 
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国債ＤＶＰ決済を行うための要件について 

 

 

１．国債振替決済制度の直接参加者の場合 

 清算参加者が国債振替決済制度の直接参加者の場合は、当該清算参加者が国債ＤＶＰについて日銀ネットのオンライン利用者である必要がある。 

 この場合、国債受渡依頼に係る電文等は、清算参加者が日銀ネット専用端末又は CPU 接続を利用して送受信することとなる。また、DVP に係る資金の授受

は、清算参加者の日銀当座勘定又は代行決済銀行の日銀当座勘定を利用して行うこととなる。 

 

２．国債振替決済制度の間接参加者の場合 

 清算参加者が国債振替決済制度の間接参加者の場合は、当該清算参加者の指定参加者（口座開設先の直接参加者）が国債ＤＶＰについて日銀ネットのオン

ライン利用者である必要がある。なお、指定参加者が銀行等（注）でない場合、指定参加者は、当該清算参加者分の DVP 決済に関し代行決済銀行を利用する必

要がある。 

 この場合、国債資金同時受渡依頼に係る電文等は、清算参加者の指定参加者が日銀ネット専用端末又は CPU 接続を利用して送受信することとなる。また、

DVP に係る資金の授受は、指定参加者の日銀当座勘定又は代行決済銀行の日銀当座勘定を利用して行うこととなる。 

（注）銀行等とは業務として為替取引を行うことができる者をいう。 

 

 清算参加者の振決制度参加形態 国債ＤＶＰについての日銀ネットの利用 資金決済口座 

Ａ 直接参加者 清算参加者がオンライン利用者であること 自社の日銀当座勘定 

Ｂ 直接参加者 同 上 代行決済銀行の日銀当座勘定 

Ｃ 
間接参加者 

 ※指定参加者が銀行等の場合 
指定参加者がオンライン利用者であること 

①指定参加者の日銀当座勘定 又は 

②指定参加者が利用する代行決済銀行の日銀当座勘定 

Ｄ 
間接参加者 

 ※指定参加者が銀行等でない場合 
同 上 指定参加者が利用する代行決済銀行の日銀当座勘定 

以 上 

別紙３ 
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清算機関

［清算システム］

資金決済銀行

売買端末

約定データ

注文発注

/約定成立通知

参加者自社

システム

取引参加者

各市場

清算参加者

証券保管

振替機構

ルータ

ＷＡＮ（Target)端末

各市場
各市場

各市場
各市場

各市場

売買システム

参加者自社システム

［システム間直結］

ＷＡＮ（Target)端末設置費用

１．初期導入費用（ＰＣを除く）

専用線敷設 167,600円

ＤＳＵ購入 34,000円

ルータ購入 約200,000円

２．ランニングコスト（月額）

ＷＡＮ利用料 20,000円

専用線利用料 距離毎

清算機関システム概念図

・システム間直結によ
る清算、決済情報の
取得は任意。

・ＷＡＮ（Target）端末設

　置は必須。
・清算、決済情報の取
得及びバイイン請求
等のエントリを行う。

別紙４


